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災害・オウム対策調査特別委員会情報連絡

令和４年３月２２日 

件   名 アレフ（オウム真理教）対策について 

所管部課名 危機管理部 危機管理課 

内   容 

団体規制法に基づくアレフに対する公安調査庁の立入検査について、次

のとおり報告する。 

１ 実施日 

令和４年１月２６日（水） 

２ 検査場所 

足立入谷施設 

３ 検査結果概要（公安調査庁のホームページより） 

（１）公安調査官の動員数は７人。このうち施設内に立ち入った調査官は

５人。 

（２）施設内の検査を実施し、団体の活動の用に供されている物件を多数

確認。 

問 題 点 

今後の方針 
今後も情報収集に努めていく。 
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災害・オウム対策調査特別委員会情報連絡
令和４年３月２２日 

件   名 災害協定の締結について 

所管部課名 総合防災対策室 災害対策課 

内   容

 災害協定を締結したので、次のとおり報告する。 

１ 大規模水害時における足立区施設の使用に関する協定 

（１）締結先 

[名 称] 警視庁千住警察署（以下、「千住警察署」という。） 

[所在地] 足立区千住一丁目３８番１号 

[代表者] 署長 伊津野 充裕 

（２）締結日 

令和４年１月３１日 

（３）協定概要 

   大規模水害時において、千住警察署が足立区の管理する施設を以下の用途

のために使用する場合に必要な事項を定める。 

・ 警察本部 

・ 警察本部設置に係る署員及び支援部隊員の待機 

・ 装備資機材の搬入 

・ その他警察本部運営に必要な用途 

２ 災害時における段ボール製品の供給に関する協定書 

（１）締結先 

[名 称] セッツカートン株式会社 

[所在地] 兵庫県伊丹市東有岡五丁目３３番地 

[代表者] 代表取締役 丹羽 俊雄 

（２）協定締結日 

令和４年１月３１日 

（３）協定概要 

   災害時等において、以下の事項について協力を要請する。 

・ 災害時における段ボール製品（段ボール製簡易ベッド、段ボール製間

仕切り等）の供給 

・ 供給物資の運搬、組立指導 

・ 供給物資使用終了後の回収 

３ 第二次避難所施設等利用に関する協定 

（１）締結先 

[名 称] 社会福祉法人あいのわ福祉会 

[所在地] 足立区青井四丁目３０番５号 

[代表者] 理事長 橋本 弘 
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（２）対象施設 

施設名・所在地 
浸水深 水害時 

の使用 

要配慮者

受入人数

総受入 

可能人数 荒川 利根川 

花畑あかしあ園 

足立区花畑 3-16-4
1.4ｍ 1.6ｍ 

避難スペースが

1階のため不可
15 人 45 人 

 ※ 総受入可能人数については、要配慮者１人につき２名までの介護者を可能

としており、計２７人分のスペースを確保している。 

 ※ 本避難所は震災時での運用を想定しており、水害時の使用はできない。 

（３）協定締結日 

令和４年２月３日 

（４）協定概要 

災害時等において、施設１階地域交流スペースを災害時等に第二次避難所

として利用すること。 

４ 大規模水害時における一時避難施設としての使用に関する協定 

（１）締結先 

[名 称] 住友不動産株式会社 住宅分譲事業本部 

[所在地] 新宿区西新宿二丁目４番１号 

[代表者] 企画管理部長 畑野 義人  

（２）使用施設 

   [施 設 名]（仮称）足立区綾瀬３丁目計画 

   [所 在 地] 足立区綾瀬三丁目４番４（地番） ※１ 

   [竣工時期] 令和７年３月予定 

   [使用場所] ３階集会室（約１１５㎡） 

   [浸 水 深] 荒川４．２ｍ、利根川４．８ｍ ※２ 

   ※１ 建設地は綾瀬駅前サンポップビルの跡地 

   ※２ 集会室は高さ１０ｍに位置し、浸水しない。 

（３）協定締結日 

令和４年２月１７日 

（４）協定概要 

   洪水等の水害発生時において、以下の支援・協力を要請する。 

・ 当該施設を近隣住民の一時避難場所として提供すること。 

・ 避難スペース内のトイレを近隣住民に提供すること。 

・ 運営者がラジオ等で知り得た災害情報を近隣住民に提供すること。 

（５）運用等 

・ 洪水等水害発生時または切迫時の緊急的な避難先として施設を使用 

・ 備蓄配備にかかるスペース確保が困難なため、配備しない。 

・ 管理組合発足後は、協定に基づき協定先事業者から当該管理組合へ、

本協定に定める事項の引継ぎを行う。 
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５ 災害時における被災建築物の解体撤去等への協力に関する協定 

（１）締結先 

ア [名 称] 株式会社クルーズ 

[所在地] 足立区江北五丁目１３番５号 

[代表者] 代表取締役 西山 厚 

イ [名 称] 株式会社ナックス 

[所在地] 足立区江北五丁目１３番５号 

[代表者] 代表取締役 仲村 幸夫 

（２）協定締結日 

令和４年３月１日 

（３）協定概要 

   災害時において、以下の事項について協力を要請する。 

・ 被災建築物の解体撤去業務 

・ 道路上の障害物の除去活動業務 

・ 災害廃棄物の運搬業務 

問 題 点

今後の方針

・ 災害時における第二次避難所施設等利用に関する協定締結を、引き続き増やし

していく。 

・ 協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、協定先に総合防災訓練等への

参加を促していく。 
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災害・オウム対策調査特別委員会情報連絡

件　　　名

所管部課名

２　区内消防署別状況　　　

※（　）内は対前年増減数

令和４年３月２２日

※令和２年中、足立区は381㎡で第10位

令和３年中

令和２年中
（順位）

令和３年中

東京消防庁
放火・放火の疑い たばこ ガステーブル等

584件(15%) 581件(15%) 359件(9%)

足　立　区
放火・放火の疑い たばこ ガステーブル等

41件（24%） 29件（17%） 27件（16%）

４　出火原因の状況

１位 ２位 ３位

1,277㎡ 828㎡ 809㎡ 743㎡ 688㎡

焼損床面積 世田谷区 江戸川区 江東区 足立区 板橋区

182件
（2位）

178件
(3位)

169件
(4位)

168件
(5位)

183件
(1位)

215件 198件 196件 175件 174件

火災件数 港区 新宿区 世田谷区 大田区 足立区

３　２３区比較

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

火災件数 174件(-9) 27件(＋5) 79件(-14) 68件(±0)

焼損床面積 743㎡(+362) 12㎡(-90) 583㎡(+489) 148㎡(-37)

傷　　　　者 28 29 △ 1

足立区全体 千住消防署 足立消防署 西新井消防署

1 7 △ 6

8 15 △ 7

そ　の　他 52 46 6

　令和３年中の足立区内の火災件数等（速報値）について

　総合防災対策室 災害対策課、防災力強化担当課

内　　　容

１　足立区内の火災件数及び焼損床面積等

項　　　目 令和３年累計 令和２年累計 前年比

総　　件　　数 174 183 △ 9

建　　　物 114 122 △ 8

車　　　両

焼損床面積（㎡） 743 381 362

死 者 (自損は除く)
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問題点
今後の方針

　　場合がある。

５　足立区内の火災件数、放火件数及び焼損床面積の推移

６　足立区内の放火火災発生状況

　※　令和３年中の数値については、速報値である。今後数値に変動が生じる
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